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この用語集は警察庁から提供を受けた資料を 

基に当センターが作成したものです。 

（令和４年改正版） 
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違反種別 違反行為・条項

覚せい剤 、 麻薬等使用運転66 、 117の2(3)

薬物使用 シンナ ー等使用運転66 、 117の2(3)

過労等

その他の薬物使用66 、 117の2(3)

過労運転 過労運転66、 117の2の2(7)

共同危険行為 共同危険行為68

ハンドル操作不適 ハンドル操作不適70

ブレ ー キ操作不敵 ブレ ーキ操作不敵70

考え事、 漫然運転70

前方不注意

脇見、 車内での戯れ等70

安全運転
動静不注視 動静不注視70

義務違反

前方、 左右に対する安全不確認70

安全不確認

後方に対する安全不確認70

安全速度 安全速度70

予測不敵 予測不敵70

その他 手放し運転、 ジグザグ運転等70

幼児等通行妨害 幼児等通行妨害71(2) 、 71(2の3)

安全不確認ドア開放等 安全不確認ドア開放等71 (4の3)

停止措置義務違反 停止措置義務違反71(5) 

燃料等点検措置義務違反（高速自動車国道） 燃料等点検措置義務違反75の1 0

故障車両表示義務違反 故障車両表示義務75の11 • I 

自動二輪車乗車方法違反 自動二輪車乗車方法違反71 の4· 111、 IV、 V、 VI

違反種別 違反行為・条項

免許条件違反 免許条件違反 91、 107の4 • Ill 

その他の違反 上記違反以外の違反

調査不能 車両等の当事者で違反種別が不明の場合

違反なし 車両等の当事者で違反がない場合







(1)人的要因

ア人的要因（車両等の運転者（自転車等を除く。））

事故要因区分

居眠り運転

内在的
ラジオ ・ ステレオ等を聞いていた
雑談や携帯電話等で話していた
その他、 考え事等の漫然運転

物を落とした、 物を取ろうとした
同乗者、 同乗の動物等に脇見

前方不注意 スマ ー トフォン、 携帯電話等を見ていた、 操作していた

発見の遅れ テレビ、 ナビゲー ション装置を見ていた、 操作していた
外在的 雑誌、 地図帳等を見ていた

道、 案内標識等を探して脇見風景、 地物等に脇見
他の車、 歩行者に脇見
バックミラ ー やドアミラ ーを見ていた
その他の脇見

安全不確認
安全確認をしなかった
安全確認が不十分だった

相手が譲ってくれると思って注視を怠った
動静不注視 他の危険を避けようとして注視を怠った

その他特に具体的危険性がないとして注視を怠った

運転感覚（速度、 車幅、 距離等）を誤った

予測不敵
相手がルールを守ると思った
相手が譲ってくれる、 停止してくれると思った

判断の誤り等 他の事故（危険）を避けようと思ったその他相手の行動予見等の判断を誤った

道路形状、 道路線形に対する認識を誤った
道路環境（路面凍結や霧など）に対する認識を誤った

交通環境
交通規制に対する認識を誤った
交通安全施設に対する認識を誤った
障害物等に対する認識を誤った
その他の交通環境に対する認識を誤った

事故要因区分

ブレー キとアクセルの踏み違い
ブレー キの踏みが弱い、 踏み遅れ
急ブレー キをかけた
エンジン ・ ブレー キを使用しなかった

操作上の誤り等 操作不適 その他ブレー キ操作不適
ブレー キをかけながらハンドル操作
その他のハンドルの操作不適
ギャの入れ違い
その他の操作不適

他の車両等の通行を妨害する目的で運転した

調査不能［運転者（自転車等以外）で人的要因が不明の場合］

人的要因なし［運転者（自転車等以外）で人的要因がない場合］

1 「発見の遅れ」とは、 車両等の運転者が相手方当事者を事故発生に至るまで全く発見できなかったもの、

相手方当事者を制動距離内に至って始めて発見したため回避できなかったもの等をいう。

① 「前方不注意 ー 内在的」とは、 運転者自身の心理的生理的な要因により動作を伴わないで行われる前方不

注意が事故を発生させたものをいう。

② 「前方不注意 ー 外在的」とは、 運転者自身の動作を伴って行われる前方不注意によって事故を発生させた

ものをいう。

③ 「安全不確認」とは、 確認が可能な速度に減速（徐行、 一時停止）しながら、 可能な確認を尽くさなかっ

たために相手当事者を発見できず、 又は発見が遅れ事故を発生させたものをいう。




















































































